
第１８回全日本都市職員バドミントン大会開催要項 

 
１ 主  催  日本都市職員バドミントン連盟 
 
２ 共  催  千葉市 
 
３ 後  援  全国市長会・千葉県市長会・（財）日本バドミントン協会･ 

千葉県バドミントン協会・千葉市バドミントン協会 
 

 ４ 主  管  第１８回全日本都市職員バドミントン大会実行委員会 
 

５ 開 催 地  千葉県千葉市 

 
６ 会  場  千葉市ポートアリーナ(千葉市中央区問屋町１－２０  TEL043-241-0006) 

ＪＦＥ千葉体育館(千葉市中央区南町１－３－１  TEL043-263-1166) 
 

７ 日  程  平成１９年１１月２２日(木)～平成１９年１１月２５日(日) 
 
２２日(木) 理事会・総会・監督者会議・開会式 
２３日(金) 団体の部(１回戦～準決勝) 
２４日(土) 団体の部(決勝)・個人の部・公開種目の部(１回戦～準々決勝) 
２５日(日) 個人の部・公開種目の部(準決勝・決勝)・閉会式 
 
※なお、参加数により競技日程の変更をすることがあります。 
 

８ 種  目  （１）団体の部 
①一般男子 ②一般女子 ③年齢別男子 ④混合 ⑤壮年 

（２）個人の部（Ｆ：フリー・Ｎ：合計年齢７０歳以上） 
①一般男子シングルスＦ   ②３０歳以上男子シングルス 
③４０歳以上男子シングルス ④一般女子シングルスＦ 
⑤一般男子ダブルスＦ    ⑥３０歳以上男子ダブルス 
⑦４０歳以上男子ダブルス  ⑧５０歳以上男子ダブルス 
⑨一般女子ダブルスＦ    ⑩３０歳以上女子ダブルス 
⑪混合ダブルスＦ      ⑫混合ダブルスＮ 

（３）公開種目の部 
①障害者混合ダブルスＡ   ②障害者混合ダブルスＢ 
③初級者男子シングルス     ④初級者女子シングルス 
⑤初級者（男子・女子・混合の区別なし）ダブルス 
※なお、各種目とも参加チームが８チームに満たない場合は、 
実施しない場合があります。 

 



９ 団体編成  １チームにつき監督１名・マネ－ジャ－１名・選手５～８名とする。 
  
１０ 競技規則  （財）日本バドミントン協会競技規則及び（財）日本バドミントン協会 

大会運営規定並びに全日本都市職員バドミントン大会運営規定による。 
 

１１ 試合運営 
（１）試合方法 
①トーナメント方式により優勝を決定する。３位決定戦は行わない。 
②一般男子団体戦及び一般女子団体戦は２複１単とし、複・単・複の順で行う。 
選手は兼ねることができない。 
③年齢別男子団体戦は２複１単とし、３０歳以上複・４０歳以上複・３０歳以上 
単の順で行う。選手は兼ねることができない。 
④混合団体戦は３複とし、フリー・合計年齢６０歳以上・合計年齢７０歳以上の 

の順で行う。選手は兼ねることができない。 
          ⑤壮年団体戦は３複とし、性別を問わず，４５歳以上の者で，合計年齢９０歳以上

で行う。ただし，過去の大会出場者の参加を認める。 
⑥団体戦は、初戦のみ３種目全て行い、その後は２種目先取で打ち切りとする。 
⑦団体戦は、敗者同士の交流戦を行う（最低２試合を保証する）。 

（２）審判 
①団体戦の主審・線審・スコアラーは、対戦チーム相互で行う。 
ただし、決勝戦の主審のみ開催地で行う。 
②個人戦の線審は、ダブルスの場合、敗者が次の試合の線審・スコアラーを行う。 
シングルスの場合、勝者が次の試合の線審、敗者が線審・スコアラーを行う。 

（３）試合球 
今年度（財）日本バドミントン協会第１種検定合格球を使用する。 
 

１２ 参加資格 
（１）平成１９年７月３１日までに日本都市職員バドミントン連盟に登録した、市役所 
又は区役所に在職している者。ただし、壮年団体は過去の大会出場者の参加を認 
める。 

（２）年齢は、平成１９年４月１日現在の年齢による。 
（３）団体の部及び個人の部並びに公開種目の部のダブルスは、同一市・区役所の職員 
     で構成すること。 

ただし、団体の部には東京都特別区役所は連合チームを結成して参加できる。 
（その場合、事前に連盟事務局に届け出て、連盟の承認を得てください。） 
（４）団体の部は１人１種目とし、複数のチームに所属してはならない。 
（５）個人の部及び公開種目の部は、合わせて１人１種目とする。 
但し、公開種目の障害者混合ダブルスを含む場合は、１人２種目まで認める。 

  （６）混合ダブルスの内、Ｆは年齢構成に制限を設けないが、Ｎは合計年齢７０歳以上 
で構成すること。 

（７）障害者混合ダブルスは、一方が障害者手帳を有する男女の構成でＢは下肢に障害 
を有するもの、Ａはそれ以外の障害を有するものとする。 



  （８）初級者とは、市・区役所職員となってからバドミントンを始めた者とする。 
（自己申告に基づき、資格審査は行わない。） 

     なお、第３位までの表彰者は、次回から「初級者」種目には出場できない。 
      
     ※登録については、日本都市職員バドミントン連盟事務局へ、お問い合わせ願い 

ます。 
日本都市職員バドミントン連盟事務局 
高知市清掃工場  沖原 光明（非番時：杉本 卓也） 

TEL 088-842-1171 
 

１３ 組み合わせ 
（１）第１８回全日本都市職員バドミントン大会実行委員会が組み合わせを行う。 
（２）前年度ベスト４までをシードする。 

※個人の部及び公開種目の部については、申し込み締め切り後の選手変更は一切 
認めない。 
 

１４ 参加費 
（１）団体の部    １チーム      ３０，０００円 
（２）個人の部    シングルス（１人）  ３，０００円 

ダブルス （１組）  ６，０００円 
（３）公開種目の部  シングルス（１人）  ３，０００円 

ダブルス （１組）  ６，０００円 
 
１５ 申込方法  申込書及び参加料納入表に必要事項を記載し、下記宛に送信のこと。 
 

第１８回全日本都市職員バドミントン大会実行委員会事務局 
担当者  市原芳治 （下水道局建設部下水道再整備課） 
     （E-mai1 yoshiharu-ichihara@city.chiba.jp） 

 
１６ 申込期限  平成１９年８月３１日（金）必着のこと｡（期限厳守） 
 
１７ 参加料の納入 
平成１９年８月３１日（金）までに、下記の口座へ振りこむこと。 
銀 行 名  千葉銀行千葉市役所出張所 
口座番号  ３０５６５８０ 
口座名義  第１８回全日本都市職員バドミントン大会実行委員会 

         （ﾀﾞｲｼﾞﾕｳﾊﾁｶｲｾﾞﾝﾆﾎﾝﾄｼｼﾖｸｲﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾀｲｶｲｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ） 
          会計担当  木村 一夫 （キムラ カズオ） 
 
 
 
 



１８ 表  彰 
（１）団体の部優勝チームには、日本都市職員バドミントン連盟会長杯を授与する。 
（２）個人の部・公開種目の部優勝者には、優勝賞品を授与する。 
（３）各部とも、第３位までのチーム・個人には、賞状を授与する。 
 
１９ 宿泊及び弁当の斡旋 
希望する場合には、㈱日本旅行千葉支店が作成する、今大会専用ホームページ記載事項 
に従い、申し込むこと。 
※ホームページアドレス https://apollon.nta.co.jp/badminton-k18/ 
 
２０ 会議及び競技日程（予定） 
１１月２２日（木）１３：００～１４：３０ 理 事 会  オークラ千葉ホテル 

１４：３０～１５：３０ 総   会  オークラ千葉ホテル 

１５：３０～１６：３０ 監督者会議  オークラ千葉ホテル 
１６：３０～１７：３０ 開 会 式  オークラ千葉ホテル 

            ※千葉市中央区中央港１－１３－３ TEL 043-248-1123 
１１月２３日（金） ９：００        体育館開場   

９：３０～       競技開始  千葉市ポートアリーナ 
                              ＪＦＥ千葉体育館 
１１月２４日（土） ９：００        体育館開場   

９：３０～       競技開始  千葉市ポートアリーナ 
                              ＪＦＥ千葉体育館 
１１月２５日（日） ９：００        体育館開場   

９：３０～       競技開始  千葉市ポートアリーナ 
           全競技終了後      閉 会 式  千葉市ポートアリーナ                             
                            

 
２１ 練習会場  受付は、当日練習会場で行います。 
１１月２２日（木）１３：００～１６：００  千葉公園体育館（８面） 
１１月２３日（金） ９：００～１６：００  千葉公園体育館（８面） 
１１月２４日（土） ９：００～１６：００  千葉公園体育館（８面） 

 
２２ その他 
（１）競技用のシャツの背面に、必ずチーム名を入れること。 
（２）問い合わせは、ＦＡＸ またはE-mail でお願いします。 
（３）大会ホームページを参照ください 
※千葉県バドミントン協会ホームページのトップページからリンクしています。 
   http://www.badminton-chiba.com/ 
 
第１８回全日本都市職員バドミントン大会実行委員会事務局 
担当者  市原芳治 （下水道局建設部下水道再整備課） 
（FAX 043-245-5426 E-mai1 yoshiharu-ichihara@city.chiba.jp） 


